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確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

　

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

平
成
23
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は
、

2
月
16
日（
木
）か
ら
3
月
15
日（
木
）
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
所
得
金
額
や

税
額
を
正
し
く
計
算
し
て
納
税
す
る
申
告
納

税
制
度
を
採
っ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
と
納

税
は
、
期
限
内
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
確

定
申
告
書
の
提
出
は
、
郵
送
な
ど
で
も
で
き

ま
す
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
り
ま
す
と
、
申
告

会
場
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
か
か
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申
告
を
お
済

ま
せ
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
を
提
供
し
て
い
ま
す

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）
に
掲
載
し
て

い
る
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

画
面
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
確
定
申
告
書
な
ど
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

税
務
署
の
申
告
相
談
会
場
に
出
向
か
な
く

て
も
作
成
し
た
確
定
申
告
書
な
ど
は
印
刷
し

て
税
務
署
へ
郵
送
な
ど
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
電
子
申
告
用
デ
ー
タ
を
作
成
す
れ

ば
、
電
子
申
告
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
に
よ
り
申

告
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
贈
与
税

を
除
く
）。

　

な
お
、ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
所
得
税
の

確
定
申
告
を
さ
れ
る
と
、

①
本
人
の
電
子
署
名
お
よ
び
電
子
証
明
書
を

付
け
て
申
告
期
限
ま
で
に
申
告
さ
れ
た
方
は
、

所
得
税
の
額
か
ら
4
、
0
0
0
円
（
そ
の
年

分
の
所
得
税
を
限
度
と
し
ま
す
。）
を
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
平
成
19
年
分
か
ら

平
成
22
年
分
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
確
定
申

告
で
こ
の
控
除
を
受
け
た
方
は
、
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
）。

②
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
の

提
出
ま
た
は
提
示
に
代
え
て
、
そ
の
記
載
内

容
を
入
力
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
は
、
税
務
署
長
の

要
求
に
対
し
提
出
ま
た
は
提
示
義
務
が
あ
り

ま
す
）。

③
電
子
申
告
を
利
用
し
て
申
告
さ
れ
た
還
付

申
告
は
早
期
処
理
し
て
い
ま
す
（
お
お
む
ね

3
週
間
程
度
）。

④
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
納
税
証
明
書
の
交
付
請
求

を
行
う
と
手
数
料
が
安
価
で
す
（
証
明
書
は

電
子
フ
ァ
イ
ル
の
発
行
の
ほ
か
、
書
面
で
の

発
行
も
請
求
で
き
ま
す
。）。

　

詳
細
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

八
代
税
務
署
☎
32
ー
３
１
４
１（
自
動
音
声
案
内
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

平成24年1月1日現在氷川町
に住んでいましたか？

年末調整は済んでいますか？

確定申告書を税務署へ提出されましたか？
あるいは提出する予定ですか？

1か所からの給与または公的年金のみですか？

年末調整の済んだ給与はありますか？

主な給与以外の収入が
20万円を超えていますか？

住民税申告が
必要です。 確定申告が必要です。税務署あるいは役場に確定申告書を提出して下さい。

いいえ はい

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ はい

はい

はい

いいえ

は　

い

い
い
え申告の必要はありません。ただし、勤務先

からの給与支払報告書が役場に届いてい
ない場合は、住民税申告が必要となります。

平成23年1月1日から12月31日までの収入が給与または公的年金で、
給与や年金の支払者から支払報告書が役場に提出されていますか？

役場税務課まで
お知らせ下さい。

確定申告（住民税申告）の必要はありません。

確定申告（住民税申告）
が必要です。

所得税が発生した方は確定申告、発生しなかった
方は住民税申告が必要です。お問い合わせ下さい。

町外にお住まいの方で氷川町内に事
業所・事務所、あるいは家屋敷を所有
していますか？

税務署から確定申告書が届きましたか？
申告
チェック
スタート

確
定
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た

確
定
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た

　

平
成
23
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
平
成
24
年
度

の
個
人
住
民
税
の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
申
告
は
、
平
成
23
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
所
得
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
、

個
人
住
民
税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課

資
料
や
所
得
証
明
な
ど
に
必
要
な
も
の
で
す
。

　

平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
で
氷
川
町
内
に
住

所
の
あ
る
方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
済
ん

で
い
な
い
方
、
給
与
収
入
の
み
で
年
末
調
整
を

さ
れ
て
い
な
い
方
は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑴
印
鑑

⑵
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
収
入
を
証
明
で
き
る

も
の（
給
与
収
入
の
方
で
源
泉
徴
収
し
て
い

な
い
事
業
所
な
ど
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
雇
用
主
か
ら
給
与
の
支
払
証
明
書
を
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
。）

⑶
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地
震
保
険
料

控
除
証
明
書
、
社
会
保
険
料
領
収
書
、
国
民

年
金
保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど
支
払
額
が
わ

か
る
書
類（
た
だ
し
、
平
成
23
年
中
に
支
払
っ

た
も
の
に
限
り
ま
す
。）

⑷
医
療
費
控
除
が
あ
る
人…

医
療
費
領
収
書

（
た
だ
し
、
平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た
も
の
に

限
り
ま
す
。）お
よ
び
生
命
保
険
な
ど
で
補
て

ん
さ
れ
た
金
額
の
証
明
書（
領
収
書
、
レ
シ
ー

ト
な
ど
多
数
あ
る
と
き
は
、
医
療
機
関
ご
と

に
分
け
て
ホ
ッ
チ
キ
ス
な
ど
で
ま
と
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
合
計
額
お
よ
び
総
合
計
を
余
白
な

ど
に
記
入
し
ご
持
参
く
だ
さ
い
。）

⑸
そ
の
他
申
告
に
必
要
な
書
類

申
告
に
必
要
な
も
の

２月  ６日㈪

２月  7日㈫

２月20日㈪

２月21日㈫

２月22日㈬

２月23日㈭

２月24日㈮

２月27日㈪

9:30～11:30
13:30～16:00

年金申告相談
竜北地区（吉野、野津） 氷川町役場

２階大会議室

氷川町宮原振興局
２階大会議室

氷川町役場
２階大会議室

年金申告相談
竜北地区（和鹿島）

年金申告相談
栫・早尾・東上宮・西上宮・町・今・桜ヶ丘

年金申告相談  下宮・新村・宮園・有佐
原田・川上・立神・河原・法道寺・高野道

9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00

栫
早尾
町・今
東上宮・桜ヶ丘
西上宮・下宮
新村・宮園
立神・川上
有佐・原田

吉本・高塚
本山・中大野
迫・笹尾・北川
新田
北野津・反甫
西野津・立石
柳の江・島地
上鹿島
下鹿島
南鹿野・北鹿野
東網道・中網道
西網道・沖塘・若洲

河原・法道寺・高野道

9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00

9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00
9:30～11:30
13:30～16:00

9:30～11:30２月28日㈫

3月  2日㈮

3月  5日㈪

3月  6日㈫

3月  7日㈬

3月  8日㈭

3月  9日㈮


